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当院では、3病棟は、一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料2)及び急性期看護補助体制

加算、4病棟は、回復期リハビリテーション病棟1、5病棟及び6病棟は、10対1障害者施設等入院

基本料の届出を行っています。病棟ごとの看護要員の配置は、各病棟に掲示しています。

Ⅱ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制について

当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、

7日以内に文書によりお渡ししています。また厚生大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理

体制の基準を満たしています。

Ⅲ 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行

の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行して

います。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、

御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の

発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

Ⅳ 当院は中国四国厚生局長に下記の届出を行っております。

入院時食事療養費(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養にの基準に係る届出を

行っています。

当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っており、療養のための

食事は管理栄養士の管理の下に、適時(夕食は午後6時以降)適温で提供しています。

施設基準等に係る届出

◆一般病棟入院基本料 ◆二次性骨折予防継続管理料１

　 (急性期一般入院基本料2)(10対1) ◆二次性骨折予防継続管理料２

◆看護職員夜間16対1配置加算1 ◆二次性骨折予防継続管理料３

◆急性期看護補助体制加算(25対1) ◆運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

　 (看護補助者5割以上) ◆呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

◆看護補助体制充実加算1 ◆脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

◆夜間急性期看護補助体制加算(50対1) ◆がん治療連携指導料

◆夜間看護体制加算 ◆医療機器安全管理料１

◆障害者施設等入院基本料(10対1)

　 (看護補助加算・夜間看護体制加算) ◆輸血管理料Ⅱ

◆特殊疾患入院施設管理加算 ◆輸血適正使用加算

◆回復期リハビリテーション病棟入院料１ ◆検体検査管理加算(Ⅱ)

◆救急医療管理加算 ◆ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

◆感染対策向上加算２ ◆薬剤管理指導料

◆医療安全対策加算２ ◆麻酔管理料(Ⅰ)

◆診療録管理体制加算2 ◆胃瘻造設術(医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術)

◆データ提出加算２ ◆胃瘻造設時嚥下機能評価加算

◆認知症ケア加算３ ◆ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

◆精神疾患診療体制加算 ◆人工腎臓(慢性維持透析を行った場合１)

◆せん妄ハイリスク患者ケア加算 ◆導入期加算１

◆療養環境加算 ◆透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

◆重症者等療養環境特別加算 ◆院内トリアージ実施料

◆病棟薬剤業務実施加算１ ◆夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算２

◆医師事務作業補助体制加算１ ◆下肢末梢動脈疾患指導管理加算

    （一般病床配置加算：40対1補助体制加算）      (連携医療機関：独立行政法人国立病院機構　東広島医療センター)　

◆入退院支援加算１ 　　当院では、慢性維持透析患者さまに対し、下肢末梢動脈疾患に関する検査

    （入院時支援加算・地域連携診療計画加算） 　　を行っております。検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合はその

    （入退院支援部門の設置:有） 　　旨を説明し同意を得た上で、上記連携医療機関へ紹介させていただいて

◆患者サポート体制充実加算 　　います。

◆看護職員処遇改善評価料31 ◆処置の時間外加算1(医科点数表第2章第9部処置の通則5に規定する)

◆外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） ◆処置の休日加算1(医科点数表第2章第9部処置の通則5に規定する)

◆入院ベースアップ評価料47 ◆処置の深夜加算1(医科点数表第2章第9部処置の通則5に規定する)

◆手術の時間外加算1(医科点数表第2章第10部処置の通則12に規定する)

◆手術の休日加算1(医科点数表第2章第10部処置の通則12に規定する)

◆手術の深夜加算1(医科点数表第2章第10部処置の通則12に規定する)

◆周術期薬剤管理加算

◆脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

◆在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

厚生労働大臣の定める掲示事項
入院基本料について

1)

2)
基本診療料 特掲診療料


